
※ 注意 ※ 
令和３年５月２０日より、避難情報が以下のように変更されています。本動画及び
資料では、変更が反映されていませんので、以下のように読み替えてください。 

 

 

 

 

 

 

  旧 新（令和３年５月２０日～） 

警戒レベル３  避難準備：高齢者等避難開始  高齢者等避難 

警戒レベル４  避難勧告・避難指示（緊急）  避難指示 

警戒レベル５  災害発生情報  緊急安全確保 
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要配慮者利用施設における 

避難確保計画の作成 
You Tube MLIT channel より 

国土交通省 動画 資料 

令和３年９月２９日 高畠町 要配慮者施設の避難確保計画作成に係る説明会 

資料Ｎｏ．２  



2 

写真）「平成28年8月岩手県岩泉町の介護老人保健施設の被災動画」国土地理院撮影



水防法第十五条の三（抜粋）
第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設※の所有
者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ
迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。

水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、
水防法に基づき、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設のうち
市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、

「避難訓練」の実施「避難確保計画」の作成・提出

避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
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要配慮者利用施設の被災事例①

小本川

ふれんどりー岩泉

ら ら

〇台風第10号の雨により「グループホーム楽ん楽ん」と「介護老人
保健施設ふれんどりー岩泉」で大きな被害が発生

写真）「平成28年8月岩手県岩泉町の介護老人保健施設の被災動画」国土地理院撮影

平成28年8月30日 岩手県小本川の水害 時間最大雨量70mm（岩泉町）

お もと がわ いわいずみちょう

グループホーム楽ん楽んでは、
逃げ遅れた入居者９名が亡くなる
など大きな被害が発生

ら ら

楽ん楽ん
らら
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要配慮者利用施設の被災事例①

施設の事務局長は「避難準備情報」が発令され

たことをテレビで見ていたが、高齢者や身障者等、

避難に時間がかかる人たちが避難を始めるべき情

報と認識しておらず避難を開始しなかった。

火災を想定した避難マニュアルを作り、訓練も

していたが、水害を想定したものはなかった。

〇当時の施設の対応状況（報道資料より）



小田川（倉敷市真備町）では、洪水浸水想定区域と実際の浸水範囲がほぼ一致
しているにもかかわらず、５１名が死亡。特に死者の約８割が７０歳以上。

出典）「平成３０年７月豪雨災害の概要と被害の特徴」国土交通省

※倉敷市の洪水・土砂災害ハザード
マップに平成30年7月豪雨における
実際の浸水範囲を加筆

高
梁
川

要配慮者利用施設の被災事例②

写真）「水害レポート2018」国土交通省

■平成30年7月豪雨（西日本豪雨） 岡山県倉敷市真備町
まびちょう

高梁川
たかはしかわ

小田川
お だ かわ
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要配慮者利用施設の被災事例②

写真）「平成30年7月豪雨および北海道胆振東部地震の報告」厚労省DMAT事務局

まび記念病院では、約2.6m浸水し、
1階の天井まで達しました。
避難してきた近隣住民も合わせて多
くの人が約1日半もの間、孤立しま
した。

まび記念病院の浸水状況
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要配慮者利用施設の避難の好事例①

出典）「要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集」国土交通省 8 



要配慮者利用施設の避難の好事例②

出典）「要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集」国土交通省

６：１０

９：３０
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要配慮者利用施設の避難の好事例③

出典）「要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集」国土交通省 10 



「避難確保計画」を作成・提出するとともに、

「避難訓練」の実施は、施設管理者及び所有者の義務です。

避難確保計画を作成し
避難訓練を実施して
おくべきだった・・・

と後悔しないように！

写真）「水害レポート2019」国土交通省：
台風19号における千曲川の堤防決壊の様子

「避難確保計画」の作成・提出

「避難訓練」の実施
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

２．避難に必要な３つのポイント 
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を守る

３つのポイント
利用者の命

いのち
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を守る

３つのポイント
利用者の命

いのち
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浸 水 深 の 確 認 を守る
ポイント
命
いのち

１洪水ハザードマップの確認

出典）「水害ハザードマップの手引き」国土交通省

■市町村から配布されているハザードマップで施設の水害危険性を確認しましょう。

■国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、洪水時に想定される
浸水深、浸水継続時間などを確認することができます。

【市町村のハザードマップ例】 重ねるハザードマップハザードマップポータルサイト

②検索
①住所入力（例：〇〇市役所）

※地名検索は大字までの対応です

『想定最大規模』を確認しましょう。 15 



浸 水 深 の 確 認 を守る
ポイント
命
いのち

１洪水時の危険性の確認

この区域にいることは危険です。
早めの立退き避難（水平避難）が必要です。

×
自施設の
浸水を確認してください。

１階浸水

２階浸水
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を守る

３つのポイント
利用者の命

いのち
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【屋内安全確保
（垂直避難）】
・施設の上層階

【立退き避難（水平避難）】
・系列施設及び同種類似施設
・市町村が指定する指定緊急避難場所

注意：浸水継続時間が長い区域内の場合は、
屋内安全確保（垂直避難）は適切ではありません。

滞在可能

避難必要
施設の浸水深と比較して、
避難先を決めましょう。
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■まず、浸水想定区域外の系列施設及び同種類似施設は有力候補です。

■市町村が指定する指定緊急避難場所を調べて、検討しましょう。

■避難先は状況に応じて選択できるように、避難先と避難経路は複数
考えておきましょう。

■複数の河川（例えば、Ａ河川とＢ河川の浸水想定区域内の施設）が該当
する施設は、川の状況により、避難先が異なります。

■浸水深については、想定最大規模を対象として検討しましょう。
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避難経路図の作成（別紙１）
『解説編』：42~46頁参照

• 記載欄がありませんが、施設名、建物
階数、浸水深を記載をお願いします。
（記載方法は自由です）

• 避難先を記載してください。

• 避難先までの経路を記載してください。

• 避難先は状況に応じて選択できるよう
に、避難先と避難経路は複数考えてお
きましょう。
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を守る

３つのポイント
利用者の命

いのち
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段階的に発表される防災情報と『要配慮者利用施設の主な行動（例）』

警戒
レベル

雨
の
様
子

川
の
様
子

防災
気象情報

避難
情報等

施
設
の
行
動

５５
災害発生災害発生

災害発生情報災害発生情報

災害発生情報災害発生情報

氾濫発生

氾
濫
情
報

〇〇川 〇〇市内で氾濫

きょう午前7時半
〇〇市〇〇左岸付近で氾濫発生

４４
重大な災害の起こる
おそれが著しく大きい
重大な災害の起こる
おそれが著しく大きい

氾濫危険情報氾濫危険情報

避難勧告
（避難指示(緊急)）

避難勧告
（避難指示(緊急)）

33
重大な災害の起こるおそれ重大な災害の起こるおそれ

氾濫警戒情報
洪水警報

氾濫警戒情報
洪水警報

避難準備・
高齢者等避難開始

避難準備・
高齢者等避難開始

２２
災害の起こるおそれ災害の起こるおそれ

氾濫注意情報氾濫注意情報

大雨注意報
洪水注意報
大雨注意報
洪水注意報

１１

早期注意情報早期注意情報
（警報級の可能性）

情報収集 心のスイッチ
⇒防災モード 避難開始 避難完了
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【施設の防災イメージ（例）】
◆【避難確保計画】の確認
・ハザードマップ、避難先、避難経路
・避難行動の目安となる防災気象情報等
・市町村からの避難情報等の伝達方法
・役割分担、避難に必要な資器材、備蓄品

段階的に発表される防災情報と『要配慮者利用施設の主な行動（例）』

情報収集

警戒
レベル

雨
の
様
子

川
の
様
子

防災
気象情報

避難
情報等

施
設
の
行
動

１１

早期注意情報早期注意情報
（警報級の可能性）

【入手する防災情報】 早期注意情報
※気象庁ホームページ
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◆施設責任者への報告

川の水位が
キケンです

施設の体制を整えてください。
避難のための準備をお願いします。

【防災情報入手】

指定河川洪水予報

表の黄色：

・前日の休園や休業の判断
・従業員の職員参集
・避難のための準備 など

段階的に発表される防災情報と『要配慮者利用施設の主な行動（例）』

心のスイッチ
⇒防災モード

警戒
レベル

雨
の
様
子

川
の
様
子

防災
気象情報

避難
情報等

施
設
の
行
動

２２
災害の起こるおそれ災害の起こるおそれ

氾濫注意情報氾濫注意情報

大雨注意報
洪水注意報
大雨注意報
洪水注意報

◆雨や水位の情報収集

【施設の防災イメージ（例）】

氾濫注意水位に
到達しているし、
雨もやまないので
避難判断水位まで
すぐ到達しそう。

心のスイッチを
入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

気象警報 注意報

クリック
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【防災情報入手】

指定河川洪水予報

表の赤色：

◆施設責任者への報告
（氾濫の危険性）

◆避難判断・避難指示
◆従業員への説明
◆館内放送（避難開始）

【施設の防災イメージ（例）】

◆屋内安全確保（垂直避難）

◆立退き避難（水平避難）

避難
開始

段階的に発表される防災情報と『要配慮者利用施設の主な行動（例）』

警戒
レベル

雨
の
様
子

川
の
様
子

防災
気象情報

避難
情報等

施
設
の
行
動

33
重大な災害の起こるおそれ重大な災害の起こるおそれ

氾濫警戒情報
洪水警報

氾濫警戒情報
洪水警報

避難準備・
高齢者等避難開始

避難準備・
高齢者等避難開始

避難開始

市町村からの
・防災情報メール
・電話、fax など

避難準備・高齢者等避難開始

クリック
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ｚ
段階的に発表される
防災気象情報を知る

防災気象情報（警戒レベル相当情報）

浸水の情報（河川）
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情報 とるべき行動 警戒レベル

氾濫発生情報
災害がすでに発生していることを示す警戒レベル5に相当します。災害がすでに発生している状況と
なっています。命を守るための最善の行動をとってください。

警戒レベル
5相当

氾濫危険情報
地元の自治体が避難勧告を発令する目安となる情報です。避難が必要とされる警戒レベル4に相当し
ます。災害が想定されている区域等では、自治体からの避難勧告の発令に留意するとともに、避難
勧告が発令されていなくても自ら避難の判断をしてください。

警戒レベル
4相当

氾濫警戒情報
地元の自治体が避難準備・高齢者等避難開始を発令する目安となる情報です。高齢者等の避難が必
要とされる警戒レベル３に相当します。災害が想定されている区域等では、自治体からの避難準
備・高齢者等避難開始の発令に留意するとともに、高齢者等の方は自ら避難の判断をしてください。

警戒レベル
3相当

氾濫注意情報
避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当します。ハザードマップ等により、災害が想定
されている区域や避難先、避難経路を確認してください。

警戒レベル
2相当

ｚ水位情報を知る

氾濫が発生した時

氾濫危険水位に到達した時

避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる時、
あるいは水位予測に基づき氾濫危険水位に達すると見込まれた時

氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる時

市町村が

を発令する目安

【堤防決壊のイメージ】
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川の防災情報

ｚ水位情報を知る

【ライブカメラ画像】 【河川の水位情報】

https://www.river.go.jp/portal/#80
https://www.river.go.jp/s/ （携帯版）
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ｚ洪水警報の危険度分布を知る

3時間先までの雨量予測を用いた流域雨量指数
の予測値が洪水警報等の基準に到達したかどう
かを地図上に5段階で色分け表示した「洪水警
報の危険度分布」を提供しています。

洪水警報の危険度分布

※気象庁ホームページ
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ｚ避難に必要な時間を知る

（分間） （分間）
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雨合羽への着替え車椅子・担架の準備

職員参集

備蓄品等の移動

利用者への状況説明 備蓄品の準備

避難開始に向けた
準備を進める段階

ｚ避難に必要な時間を知る

（分間）
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移動車両への運搬

施設内移動

避難先までの移動

上層階への移動

避難開始の段階

ｚ避難に必要な時間を知る

（分間）
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 浸水が始まってからでは、立退き避難(水平避難)は危険です！
 避難開始のタイミングを判断するためには、避難に必要な時間

を避難確保計画に記載するなどして、施設関係者全員で確認・
共有することが重要です。

 避難開始のタイミングは施設によって異なりますので、訓練を
繰り返し、より短時間でできるように工夫しましょう。

ｚ避難に必要な時間を知る

33 
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ｚ避難開始のタイミングを決める

避難完了

警戒
レベル

雨
の
様
子

川
の
様
子

防災
気象情報

避難
情報等

施
設
の
行
動

５５
災害発生災害発生

災害発生情報災害発生情報

災害発生情報災害発生情報

氾濫発生

氾
濫
情
報

〇〇川 〇〇市内で氾濫

きょう午前7時半
〇〇市〇〇左岸付近で氾濫発生

４４
重大な災害の起こる
おそれが著しく大きい
重大な災害の起こる
おそれが著しく大きい

氾濫危険情報氾濫危険情報

避難勧告
（避難指示(緊急)）

避難勧告
（避難指示(緊急)）

33
重大な災害の起こるおそれ重大な災害の起こるおそれ

氾濫警戒情報
洪水警報

氾濫警戒情報
洪水警報

避難準備・
高齢者等避難開始

避難準備・
高齢者等避難開始

２２
災害の起こるおそれ災害の起こるおそれ

氾濫注意情報氾濫注意情報

大雨注意報
洪水注意報
大雨注意報
洪水注意報

１１

早期注意情報早期注意情報
（警報級の可能性）

情報収集

心のスイッチを
入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

避難開始の段階



心のスイッチを
入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

避難開始の段階

防災体制の作成（様式２）
『解説編』：12~22頁参照
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

３．避難確保計画の作成 
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この動画を見た後に、避難確保計画作成の手引き『解説編』と
『様式』を一緒に確認することより、理解が深まります。

要配慮者利用施設の浸水対策

『様式編』

【特徴】
・より分かりやすく
・容易に計画の作成が可能
・洪水・内水・高潮、土砂災害、津波を統合
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作成する様式

『解説編』：7頁参照

市
町
村
長
へ
提
出

市
町
村
長
へ
提
出

自衛水防組織を設置する場合 自衛水防組織を設置しない場合
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市町村への提出様式の説明 
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【様式１】計画の目的・報告・適用範囲
『解説編』：9~11頁参照

• 平日と休日、昼間と夜間の利用者数と
従業員数を分けて記入してください。

・利用者を一人避難させるために、スタッフが何人必要ですか？
・休日、夜間は対応できますか？職員の参集計画、連絡体制は大丈夫ですか？
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【様式１】計画の目的・報告・適用範囲
『解説編』：9~11頁参照

↑
該当する市町村名を記載

• 大型台風の襲来が予想される場合で、公共交通機関の計画運休が予定

されている場合や暴風、大雨、洪水警報等の気象上の警報が発表され

た場合、通所・通院部門を休業とすることが考えられます。

・事前の休業や休園を行うために、前日の何時までに、どのよう

な情報で判断するかを決めておくことが重要です。

・利用者の保護者等への連絡方法、連絡先、連絡内容を決めてい

ますか？
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心のスイッチを
入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

避難開始の段階

『解説編』：12~22頁参照
【様式２】防災体制

の検討内容と解説編の
14頁を参照してください

①注意体制：気象情報等の情報収集の段階

②警戒体制：避難の準備を行う段階及び施設利用者の

避難行動を開始して完了させる段階

③非常体制：施設全体の避難行動を完了する段階
（逃げ遅れた場合は屋内安全確保を行う段階）

・警戒レベル3で避難行動を開始して完了できるように、警戒レベル

ごとの防災体制を施設関係者全員で検討・共有してください。
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【様式３】情報収集・伝達
『解説編』：23~24頁参照

・いつでも情報収集できる

よう、webサイトやアプ

リをお気に入り等に登録

しておきましょう。
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において検討した避難先
を記載してください。

【様式４】避難誘導
『解説編』：25~39頁参照

水害による停電なども

考慮しておきましょう。

・停電でエレベータが

使えない。

・決めていた従業員が

来られない。

・施設の車が使えない。

など、予期せぬ事態

に対応できますか？
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【様式５】避難の確保を図るための施設の整備等
『解説編』：40頁参照

【ある施設の声】

・幹部だけで計画を決めたが、
従業員から「薬があっても、
避難先で水がないと飲めな
い」ため、水と薬をセット
で常備しましょう。という
アイデアを得たそうです。

※従業員が利用者のことを一
番知っているので、施設関
係者全員で決めましょう。

利用者の避難に必要なもの
を揃えていますか？

不足していませんか？
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【様式６】自衛水防組織の業務に関する事項
『解説編』：Ｐ7~9、 12、20、49 頁参照

４
４

• 自衛水防組織とは、水害時の避難対応等を行う体制です。

• 従業員数が比較的多い場合は、設置することが望ましいです。

• 設置は努力義務ですが、設置した場合、市町村への報告が必要です。
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避難経路図の作成（別紙１）
『解説編』：42~46頁参照

避難経路図を作成したら、次のことを確認し

てください。

①施設の想定最大規模の浸水深は何mですか？

施設の外に出て、大雨時にどうなるか、浸水

イメージを関係者全員で確認しましたか？

②避難経路に危険箇所はありませんか？

③避難先までの移動時間は確認しましたか？

④施設内に掲示されてますか？
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その他様式の説明 
（提出不要） 

48 

※施設にて保管しておいてください。 



【様式７】防災教育及び訓練の年間計画
『解説編』：41頁参照

【訓練による好事例】
・施設利用者を“移動させる避難”では
なく、日常業務における“災害時に
も対応できる工夫を考える訓練”が
全従業員にて実施できていたことで
利用者の命を守ることができた事例
もあります。

 従業員への避難確保計画の内容を
共有するための『防災教育』の日
程を決めておきましょう。

 避難訓練の実施日程を決めておき
ましょう。

 職員のみの訓練でも訓練です。
できる訓練から実施しましょう。

 訓練は失敗して、課題を見つける
ことが重要です。繰り返しの訓練
がいざという時に役立ちます。
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休園・休止の保護者への連絡

【様式８】利用者緊急連絡先一覧表
『解説編』：24頁参照

・前日の休業や休園の場合、利用者の保

護者等への連絡方法、連絡先、連絡内

容を決めていますか？
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【様式９】緊急連絡網
【様式10】外部機関等の緊急連絡先一覧表

『解説編』：24頁参照

夜間の職員参集訓練

【訓練による声】

・夜間（夕方）に抜き打ち連絡訓練を実施した
結果、連絡が届かなかった職員がいたため、
連絡網の見直しを行いました。

・携帯がつながらないこともあるため、複数の
伝達手段を確保することとしました。

・緊急の連絡網には、電話とメールに加えて、
SNSを活用することとしました。

 緊急の連絡網や外部機関等との連絡先を
決めていますか？

 いつでも、連絡がつきますか？
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【様式11】対応別避難誘導一覧表
『解説編』：42頁参照

避難先へ移動
１単独歩行可能 ２介助必要 ３車いすを使用
４ストレッチャーや担架が必要 ５その他

その他の対応
６自宅に帰宅 ７病院に搬送 ８その他

利用者の特性を考慮した役割分担

・利用者一人ひとりの対応は異なります。
・各利用者を避難させるための対応内容、対応時
間を整理（イメージ）してください。

・日常サービス等の中で確認することで気づき(避
難時の知恵)を得ることができます。

 利用者全員を避難させるために必要な時間を
把握していますか？
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情報収集伝達要員 避難誘導要員管理権限者

【様式12】防災体制一覧表
『解説編』：20~22頁参照

【防災体制の工夫】

・決定した防災体制（役割分担）は
必ずしも全員参集できるとは限り
ません。

・一人二役以上の役割をこなせるよ
うに訓練しておきましょう。

 施設の防災体制として、管理権
限者、情報収集伝達要員、避難
誘導要員を決めていますか？
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【別 添】自衛水防組織活動要領
【別表１】自衛水防組織の編成と任務
【別表２】自衛水防組織装備品リスト

『解説編』：Ｐ7~9、 12、20、49 頁参照

『解説編』：20~22頁参照

54 



「避難確保計画」を作成・提出するとともに、

「避難訓練」の実施は、施設管理者及び所有者の義務です。

避難確保計画を作成し
避難訓練を実施して
おくべきだった・・・

と後悔しないように！

写真）「水害レポート2019」国土交通省：
台風19号における千曲川の堤防決壊の様子

「避難確保計画」の作成・提出

「避難訓練」の実施

55 



・避難確保計画は各フロアに保管しましょう。
・掲示板などに避難経路図などを貼りましょう。
・避難確保計画は、関係者全員で共有し、
避難訓練を実施して見直すことが、
利用者の命を守ります。

写真）「平成28年8月岩手県岩泉町の介護老人保健施設の被災動画」国土地理院撮影56 


